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メインシンポジウム

白井哲哉   Tetsuya Shirai
京都大学人文科学研究所　特定研究員

 
2001　� � 岡山大学理学部　卒業
2006�� � 岡山大学大学院自然科学研究科　修了 （理学博士)
2006�� � 京都大学人文科学研究所  研究員
2006�� � 京都大学大学院生命科学研究科生命文化学  特任助教
2008�� � 京都大学人文科学研究所  研究員
2009-� � 京都大学人文科学研究所  特定研究員

オーガナイザー　安西高廣(名古屋大学大学院理学研究科)

　科学者がいかにして科学者ではない一般の人に成果をわかりやすく伝えるか、また
一般の人は科学についてどのような疑問をもっているのか。科学者と科学者ではない
一般の人とのコミュニケーションが科学コミュニケーションです。必要なこととはわ
かっていても、どうやってコミュニケーションをとればいいか、なかなかわからない
のが我々研究者の現状ではないでしょうか。
　今回の夏の学校では、科学コミュニケーション、研究ガバナンスをテーマに精力的
に研究を進めておられる京都大学人文科学研究所・加藤和人准教授の研究室より、研
究員の白井哲哉先生をお招きし、生命科学者に必要な科学コミュニケーションについ
てのご講演を行っていただきます。白井先生はショウジョウバエの分子生物学の研究
で学位を取得された後、加藤和人先生の研究室に異動され、科学コミュニケーション
についての研究に取り組んでおられます。「ゲノムひろば」という、最先端のゲノム
研究を研究者自らが一般の方に伝え、問いに応えるという双方向の交流イベントの制
作の中心メンバーとしてもご活躍されています。さまざまな場面で重要になるコミュ
ニケーション、夏の学校でぜひ吸収してください。
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生命科学者に必要な科学コミュニケーション

　「科学コミュニケーション」といった言葉を耳にしたことはあるだろう
か？日本では2005年頃より「科学コミュニケーション」活動を推進する
動きが政府主導で始まっている。それに伴いサイエンスカフェと呼ばれる
活動も急激に増加し、参加経験がある研究者も増えているだろう。また今
年の6月19日には、総合科学技術会議が3,000万円以上の公的研究資金を
獲得した研究者に「国民との科学・技術対話」を義務づけることを決定し
ている（図参照）。
　この方針では、「国民との科学・技術対話」のことを「研究活動の内容
や成果を社会・国民に対してわかりやすく説明する、未来への希望を抱か
せる心の通った双方向コミュニケーション」と位置づけている。これもい
わゆる科学コミュニケーション活動である。このように、政府主導による
科学コミュニケーション活動の推進は、現在もまだ高まりつつある。一方
で、これらは現場の研究者に大きな負担を強いるものになるとの声も上がっ
ている。

　上述の「国民との科学・技術対話」の義務化だけでなく、事業仕分けや
財政難、ポスドク問題など、生命科学の研究現場の環境の変化は近年著し
い。このような状況の中、今までと同じ研究を運営するシステムで、私た
ちは生命科学の研究活動を社会の中で続けていけるのだろうか。生命科学
の研究者は今後、どのような情報を得て、どのように振る舞えばよいのだ
ろうか。
　本講演では、事業仕分け、ポスドク問題など研究者を取り巻く身近な話
題を取り上げながら、これからの生命科学の研究者が取り組むべき課題に
ついて紹介する。

白井哲哉　
京都大学人文科学研究所　ゲノムELSIユニット
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　「国民との科学・技術対話」の推進について（抜粋）
http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf

（１）関係府省・配分機関
○　１件当たり年間３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究者等に
　　対して、「国民 との科学・技術対話」に積極的に取り組むよう公募要
　　項等に記載する。
○　「国民との科学・技術対話」については、中間評価、事後評価の対象
　　とする。ただし、実施にあたっては、満足度、難易度についてアンケー
　　ト調査を行うことを記載し、質の高い活動を行うことができたかにつ
　　いて確認する。
○　３千万円以下の公的研究費の配分を受けた研究者等が「国民との科学・
　　技術対話」を実施した場合は、プラスの評価とする。

（２）大学・研究機関
○　研究者等に対して、積極的に「国民との科学・技術対話」を行うよう
　　促すとともに、個人の評価につながるよう配慮する。

（３）取組に際して留意すべき事項
○　「国民との科学・技術対話」は、公的研究費を受けた研究者自らが研
　　究目的、研究内容、研究成果を国民に対して分かりやすく説明する、
　　いわゆる顔の見える活動が基本である。
○　研究活動の妨げにならないよう、研究者は大学・研究機関の支援を受
　　けて計画的に「国民との科学・技術対話」を行うことが重要である。
○　「国民との科学・技術対話」によって直接の評価を受けない学生など
　　に過度の負担がいかないように配慮する。
○　受け手側の年齢や知識、興味、関心等を十分考慮・斟酌して創意工夫
　　を凝らした分かりやすい説明を行うとともに、「国民との科学・技術
　　対話」がより有益なものとなるよう、参加者へのアンケート調査によ
　　り活動の質を確認することも重要である。
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